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独立行政法人住宅金融支援機構 2026 年 3月 25日 

 

グリーンローンフレームワーク  サステナブルファイナンス本部 

担当アナリスト：森安 圭介 

 

格付投資情報センター（R&I）は住宅金融支援機構（以下、機構）のグリーンローンフレームワーク（2026 年 3 月

策定）が、以下の原則に適合していることを確認した。 

 

 

 

 

■資金使途 

事業区分 対象プロジェクト 

エネルギー効率 【フラット３５】のうち「一定の省エネルギー性能を満たす住宅」を対象とした

住宅ローン債権の買取り 

 

1. 資金調達者の概要 

 機構は、日本国政府が 100％全額出資する独立行政法人であり、国の政策実施機関として住宅政策や経

済対策に取り組んでいる。民間金融機関による全期間固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券化支援

事業を業務の柱とするほか、民間金融機関が住宅ローンを円滑に供給するための住宅融資保険等事業や、

政策上重要で民間金融機関では対応が困難な分野への融資業務などを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

グリーンローン原則（2025、LMA 等） 

グリーンローンガイドライン（2024、環境省） 
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2. 調達資金の使途 

調達資金の使途として示された対象プロジェクトは明確な環境改善効果をもたらす。調達資金の使途は適切で

ある。 

(1) 対象プロジェクト 

 グリーンローンで調達した資金は、【フラット３５】のうち「一定の省エネルギー性能を満たす住宅」を対象とした

住宅ローン債権の買取りに充当する予定。なお、対象プロジェクトにはリファイナンスも含まれ得るが、下記基

準を満たす買取債権の金利プラン別の残高を開示することで透明性を確保する。 

金利プラン※1※2※3 「一定の省エネルギー性能を満たす住宅」の水準 

【フラット３５】Ｓ ＺＥＨ ＺＥＨ 

【フラット３５】Ｓ A プラン 

（省エネルギー性） 断熱等性能等級５以上 かつ 一次エネルギー消費量等級６ 

【フラット３５】Ｓ A プラン 

（耐久性・可変性） 
長期優良住宅 

※1 【フラット３５】S（金利 A プラン）におけるグリーンローンの対象は、新築住宅に限ります。 

※2 【フラット３５】S（金利 A プラン）省エネルギー性には、認定低炭素住宅及び性能向上計画認定住宅を含みます。 

※3 【グリーンリフォームローン】Ｓに該当するリフォームローンの融資金についても、グリーンローンの対象に含みます。 

 

(2) 環境改善効果 

 グリーンローンの対象債権の融資対象である住宅は、すべて機構が協定を結んでいる検査機関（建築基準

法に基づく指定確認検査機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機

関）等が実施する物件検査を受け、当該基準に適合していることが確認されている。 

 機構は、気候変動対策に関する情報開示の中で、ZEH 基準の水準の技術水準を満たす住宅の割合が増加

していった際の CO2 排出量及び削減効果を試算・開示している。適格クライテリアで定めた水準を満たす対

象債権の住宅は一定以上の省エネ性能が担保されていると考えられる。 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[出所：住宅金融支援機構ウェブサイト] 
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＜SDGs への貢献＞ 

 対象プロジェクトは、SDGs の「7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに」、「11. 住み続けられる街づくりを」

の達成に資する取り組みであると位置付けられる。 

  

 

 

 

3. プロジェクトの評価及び選定のプロセス 

環境面での目標、規準、プロジェクトの評価・選定のプロセス、環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関するプロ

セスが示されている。プロセスは、環境・社会に配慮したプロジェクトを選定するように定められている。評価・選定

のプロセスは適切である。 

(1) 環境面での目標 

 世界的に気候変動対策の取組が加速しており、日本政府は、2050 年までに温室効果ガスの排出を実質ゼ

ロにする「2050 年カーボンニュートラル」を宣言し、脱炭素社会の実現を目指すことを公表した。また、住生

活基本計画における住生活の安定の確保および向上の促進のための目標の 1 つとして「脱炭素社会に向け

た住宅循環システムの構築と良質な住宅ストックの形成」が掲げられています。このため、機構は、気候変動

対策が重要な課題であると認識し、引き続き多様な金融サービスの提供等を通じて同対策を進めていく。 

 機構は、第五期中期目標・中期計画（2025～2028年度）の中で、「中期目標期間の最終年度において、新

築住宅に係るフラット３５の申請件数に占めるＺＥＨ基準の水準の技術基準を満たす住宅に係るものの割合を、

国土交通省のホームページに掲載される「新築建築物の環境性能に関するデータ」における令和８年度の

住宅のＺＥＨ基準の水準の省エネルギー性能への適合率を 19 ポイント以上上回るもの（上限 100％）とす

る。」としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所：グリーンローンフレームワーク] 
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(2) 規準 

 独立行政法人住宅金融支援機構法および同施行令では、機構による省エネルギー措置が講じられた住宅

の普及促進を行うことが規定されている。グリーンローンの対象となる住宅は、下図のとおり、法令等に根拠を

持つ省エネルギー性能に関する基準を満たしている。 

 

【フラット３５】の基準 根拠法等 

断熱等性能等級 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号） 

一次エネルギー消費量等級 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号） 

認定低炭素住宅 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 24 年法律第 84 号） 

性能向上計画認定住宅 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成 27 年法律第 53 号） 

長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87 号） 

 

(3) 評価・選定の判断を行う際のプロセス 

 グリーンローンの調達は、理事長を含む役員全員が出席する役員会において審議され、機構の内部手続き

を経て決定されている。 

(4) 環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関するプロセス 

 環境へのネガティブな効果としては、建設工事に伴う騒音・振動や廃棄物の発生が想定されるが、対象とな

る住宅は騒音規制法や振動規制法、廃棄物処理法等の各種法令に基づき建設されるものであり、適正な

環境配慮がなされるものと考えられる。 

 

4. 調達資金の管理 

調達資金をグリーンプロジェクトに充当するための追跡管理の方法、未充当資金の運用方法が示されている。

調達資金の管理は適切である。 

 グリーンローンにより調達した資金は、証券化支援勘定の「債権譲受業務経理」内において明示的に記録さ

れ、グリーンローン対象債権の買取代金に速やかに全額充当される。 

 機構は、グリーンローン残高が対象債権残高の範囲内であることを年次で確認する。当該残高が対象債権

残高を上回った場合、上回った資金はそれ以降に買い取る対象債権に充当する等の措置を講じる予定。未

充当金は基本的に発生しないが、仮に未充当金が発生した場合には、充当までの間、適切に資金管理する。 

 なお、独立行政法人通則法に基づき、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処

理に関する書類その他主務省令で定める書類およびこれらの附属明細書を作成し、当該事業年度の終了

後 3 カ月以内に主務大臣に提出し承認を受けなければならず、財務諸表等は監事による監査のほか、会計

監査人の監査対象となるなどの厳格な統制を受けている。 
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5. レポーティング 

開示（報告）のタイミング、方法、開示（報告）事項が示されている。環境改善効果に係る指標は環境面での目

標に整合している。レポーティングは適切である。 

(1) 開示の概要 

 調達したグリーンローンの資金充当状況レポーティング及び環境改善効果に係るインパクト・レポーティングを、

商品内容説明書（発行者情報）等にて年次で開示する。資金充当状況に大きな状況の変化があった場合に

は、適時に開示する。 

 開示事項 開示タイミング 開示方法 

資
金
充
当
状
況 

 
・対象債権残高 
・グリーンローン残高 

 
年に 1 回 

 
機構ウェブサイト上
の商品内容説明
書（発行者情報
等） 

環
境
改
善
効
果 

 
現在の平均的な省エネルギー性能水準の住宅
と比較した【フラット３５】Ｓ各プラン適合住宅にお
ける CO2 排出量の減少分（推計） 

 資金充当状況レポーティングについては、グリーンローン残高が対象債権残高の範囲内であることを年次で

確認する。環境改善効果に係るインパクト・レポーティングについては、現在の平均的な省エネルギー性能水

準の住宅と比較した、年度あたりの CO2 排出量の削減効果を推計し開示する。 

 

(2) 環境改善効果に係る指標 

 新築戸建住宅及び新築マンションにおける現在の平均的な省エネルギー性能水準の住宅と比較した【フラッ

ト３５】Ｓ各プラン適合住宅における CO2 排出量の減少分（推計）を試算して、環境改善効果としてレポーティ

ングする。環境改善効果に係る指標は環境面での目標に整合する。 
 

 

        以 上
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